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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第39期

第２四半期累計期間
第40期

第２四半期累計期間
第39期

会計期間
自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年７月１日
至 平成27年12月31日

自 平成26年７月１日
至 平成27年６月30日

売上高 (百万円) 7,322 6,860 14,492

経常利益 (百万円) 21 170 14

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △286 149 △659

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 2,390 2,390 2,390

発行済株式総数 (株) 14,387,000 14,387,000 14,387,000

純資産額 (百万円) 8,713 8,260 8,227

総資産額 (百万円) 11,758 11,503 11,551

１株当たり四半期純利益又は
四半期(当期)純損失金額(△)

(円) △19.91 10.41 △45.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 8 8 16

自己資本比率 (％) 74.1 71.8 71.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △383 207 26

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 495 189 406

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △120 △114 △235

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 3,281 4,008 3,487
 

　

回次
第39期

第２四半期会計期間
第40期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又
は四半期純損失金額(△)

(円) △13.36 14.55
 

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

　　いては記載しておりません。
２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
３　第39期第２四半期累計期間及び第39期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、１株当たり四半期（当期）純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

第40期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。

４　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の重要性が乏しいため記載しておりません。
 

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社　三光マーケティングフーズ(E03404)

四半期報告書

 2/19



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成27年10月８日開催の取締役会において、平成27年12月25日を効力発生日として当社の完全子会社で

ある株式会社三光ＦＣシステムズを合併により経営統合することを決議し、平成27年10月30日付で合併契約を締結

しております。詳細につきましては「第　４　経理の状況　１四半期財務諸表　注記事項　（企業結合等関係）」

を参照下さい。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日において、当社が判断したものであります。

（１）業績の状況

 当第２四半期累計期間（平成27年７月１日～平成27年12月31日）におけるわが国経済は、政府の経済政策や金

融緩和政策の効果による企業収益の改善を背景に、緩やかな回復基調をつづけてまいりました。一方で、円安に

伴う物価上昇や中国をはじめとする世界経済の下振れ懸念等から、個人消費の回復は足踏み状態が続いておりま

す。

 外食業界におきましては、訪日外国人の増加による客数押し上げ効果がみられるものの、実質的な所得水準の

低下や物価上昇の影響により、お客様の消費への節約意識は依然として根強く、個人消費は低調に推移しており

ます。

 また、「円安による原材料価格の上昇」、「人件費の上昇」、「食の安心・安全に関する関心の高まり」、

「業種・業態の垣根を越えた競争の激化」など、業界は様々な課題に見舞われており、環境はより厳しさを増し

てきております。

　しかしながら、お客様の商品に対する志向は「希少・特別・新しさ」や「上質・プレミアム性」を求め、「モ

ノ消費」ではなく「コト体験」を求めるようになってきております。今までにもまして、お客様の立場に立ち、

お客様に評価いただける、商品、店舗の総合的価値を生み出し、提供することが、重要な施策になってきており

ます。

 
 このような中、当社は、お客様のニーズの変化、競争環境の変化に既存業態を適合させるために、固定概念、

従来の枠にとらわれず、商品、店舗、提供方法等の「質的転換」と「新事業・業態の開発」に取り組んでまいり

ました。

 
　具体的には、

　①　既存の各業態コンセプトを、お客様起点から再定義し、そのコンセプトをそれぞれの店舗で具現化すべ

　く、商品や接客サービスの見直しを行ってまいりました。年末の商戦期にむけて、店舗のハード面だけで

　なく、商品・サービスのリニューアルを実施し、特に、モチベーションの高い人材、お客様起点で考え、

　きめ細かく行動できる人材が必須との認識のもと、調理・サービス教育を従来にも増して強化・実施して

　まいりました。

　②　「専門型小規模店舗」の拡大にむけて、焼き鳥をメインに据えた本格品質の大衆酒場「アカマル屋」を拡

　大するとともに、生パスタと厳選ワインを気軽に楽しめる「元祖　壁の穴」、今までにない安心・安全な

　厳選素材を店内で炊き上げた“カスタードを主役とした業態”、「Custard Lab Tokyo」の今後の本格展開

　に向けて、様々な実験を行いながらブラッシュアップをしてまいりました。

 
店舗の出店および退店等につきましては、6店舗の新規出店、1店舗の業態転換、契約満了等により７店舗の閉

店を実施しました。
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　以上の取り組みにより売上高は、前年度に大幅店舗再編を実施したことから、68億60百万円（前年同期比6.3％

減）となりました。営業利益につきましては、継続的な改善傾向にあり、１億27百万円の利益（前年同期は営業

損失93百万円）、経常利益は１億70百万円（前年同期比：712.2％増）、当四半期純利益は、１億49百万円の利益

（前年同期は四半期純損失２億86百万円）となりました。

 
（２）財政状態の分析

①　資産、負債および純資産の状況

　当第２四半期会計期間末における流動資産は、47億15百万円となり、前事業年度末に比べ、６億53百万円増加い

たしました。これは主に、現金及び預金が増加したことによるものであります。固定資産は67億88百万円となり、

前事業年度末に比べ、７億１百万円減少いたしました。これは主に、差入保証金の回収及び子会社を吸収合併した

ことに伴う関係会社株式の減少によるものであります。この結果、総資産は115億３百万円となり、前事業年度末に

比べ、48百万円減少いたしました。

　当第２四半期会計期間末における流動負債は、18億57百万円となり、前事業年度末に比べ、53百万円減少いたし

ました。これは主に、未払金の減少によるものであります。固定負債は、13億85百万円となり、前事業年度末に比

べ、28百万円減少いたしました。これは主に、その他固定負債の減少によるものであります。この結果、負債の部

は、32億42百万円となり、前事業年度末に比べ、82百万円減少いたしました。

　当第２四半期会計期間末における純資産の部は、82億60百万円となり、前事業年度末に比べ33百万円増加いたし

ました。これは主に、四半期純利益の増加によるものであります。

　

　②　キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前事業年度末に比べ２億82百

万円増加し、合併に伴う現金及び現金同等物の増加額２億37百万円を加えて、40億８百万円となりました。なお、

当第２四半期累計期間における各キャッシュフローは次のとおりであります。

　

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は、２億７百万円（前年同期は３億83百万円の使用）となりました。これは主に、

その他流動資産の増加額が65百万円、その他固定負債の減少額が68百万円あったものの、税引前四半期純利益を１

億78百万円、非現金支出項目である減価償却費を２億22百万円計上したことによるものであります。

 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、１億89百万円（前年同期比61.7％減）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出２億59百万円、差入保証金の差入による支出１億18百万円があったものの、差入保証金の回収

による収入６億11百万円があったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、１億14百万円（前年同期比4.5％減）となりました。これは、配当金の支払額１

億14百万円があったことによるものであります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 43,072,000

計 43,072,000
 

 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,387,000 14,387,000
東京証券取引所市場

第二部
単元株式数は100株

計 14,387,000 14,387,000 ― ―
 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年10月１日～
平成27年12月31日

― 14,387,000 ― 2,390 ― 2,438
 

 

(6) 【大株主の状況】

平成27年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

平林　隆広 東京都豊島区 2,766,000 19.2

有限会社神田コンサルティング 東京都世田谷区代田2-13-10 1,530,000 10.6

平林　実 東京都世田谷区 1,432,500 9.9

平林　登志子 東京都世田谷区 1,166,000 8.1

平林　実人 東京都世田谷区 1,048,000 7.2

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋1-23-1 623,500 4.3

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー（常任代
理人　株式会社みずほ銀行決済
営業部）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A
(東京都中央区月島4-16-13)

375,000 2.6

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 80,000 0.5

サントリー酒類株式会社 東京都港区台場2-3-3 72,000 0.5

麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野4-10-2 40,000 0.3

計 ― 9,133,000 63.5
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　14,386,000 143,860 ―

単元未満株式 　　　普通株式　　　1,000 ―　　 ―

発行済株式総数 14,387,000 ― ―

総株主の議決権 ― 143,860 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株（議決権の数58個）含

まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成27年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員
(第一営業本部長)

取締役執行役員
(居酒屋営業本部長)

中里　友彦 平成27年10月１日
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成27年10月１日から平成27年

12月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成27年７月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準に

よる割合は次のとおりであります。

 

　資産基準　　　　　　　　　　0.3%

　売上高基準　　　　　　　　　0.2%

　利益基準　　　　　　　　　  0.8%

　利益剰余金基準　　　　　　  0.1%
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年６月30日)
当第２四半期会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,487 4,008

  売掛金 116 200

  原材料 28 32

  前払費用 300 275

  その他 129 199

  流動資産合計 4,061 4,715

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 4,240 4,305

    減価償却累計額 △2,534 △2,505

    建物（純額） 1,706 1,800

   工具、器具及び備品 950 979

    減価償却累計額 △839 △849

    工具、器具及び備品（純額） 110 129

   土地 942 942

   有形固定資産合計 2,759 2,872

  無形固定資産 41 32

  投資その他の資産   

   関係会社株式 253 33

   差入保証金 4,062 3,515

   その他 375 342

   貸倒引当金 △3 △8

   投資その他の資産合計 4,687 3,882

  固定資産合計 7,489 6,788

 資産合計 11,551 11,503
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成27年６月30日)
当第２四半期会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 547 608

  未払金 295 196

  未払費用 484 555

  未払法人税等 51 74

  未払消費税等 154 77

  前受収益 216 245

  役員賞与引当金 - 10

  設備関係未払金 6 19

  資産除去債務 120 26

  その他 34 42

  流動負債合計 1,910 1,857

 固定負債   

  繰延税金負債 155 155

  退職給付引当金 107 112

  資産除去債務 739 754

  その他 411 362

  固定負債合計 1,414 1,385

 負債合計 3,324 3,242

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,390 2,390

  資本剰余金 2,438 2,438

  利益剰余金 3,395 3,430

  株主資本合計 8,225 8,259

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1 1

  評価・換算差額等合計 1 1

 純資産合計 8,227 8,260

負債純資産合計 11,551 11,503
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 7,322 6,860

売上原価 1,883 1,756

売上総利益 5,438 5,104

販売費及び一般管理費 ※  5,532 ※  4,976

営業利益又は営業損失（△） △93 127

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取賃貸料 11 11

 受取配当金 0 0

 貸倒引当金戻入額 0 0

 保険解約返戻金 113 27

 その他 6 9

 営業外収益合計 131 48

営業外費用   

 支払利息 0 －

 賃貸費用 3 3

 その他 12 1

 営業外費用合計 16 5

経常利益 21 170

特別利益   

 固定資産売却益 13 0

 受取和解金 0 －

 抱合せ株式消滅差益 － 25

 特別利益合計 14 25

特別損失   

 固定資産除却損 12 －

 店舗閉鎖損失 31 14

 減損損失 238 1

 その他 26 0

 特別損失合計 308 17

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △272 178

法人税等 13 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） △286 149
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△272 178

 減価償却費 225 222

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 5

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） - 10

 受取利息及び受取配当金 △0 △0

 保険解約返戻金 △113 △27

 有形固定資産売却損益（△は益） △13 △0

 固定資産除却損 12 -

 抱合せ株式消滅差損益（△は益） - △25

 支払利息 0 -

 減損損失 238 1

 店舗閉鎖損失 31 14

 売上債権の増減額（△は増加） △37 △26

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1 △3

 仕入債務の増減額（△は減少） △122 61

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △4 △65

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 219 △49

 その他の固定負債の増減額（△は減少） △460 △68

 その他 △31 5

 小計 △329 233

 利息及び配当金の受取額 0 0

 利息の支払額 △0 -

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △53 △25

 営業活動によるキャッシュ・フロー △383 207

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △190 △259

 有形固定資産の売却による収入 28 0

 差入保証金の差入による支出 △35 △118

 差入保証金の回収による収入 592 611

 その他 100 △43

 投資活動によるキャッシュ・フロー 495 189

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △5 -

 配当金の支払額 △114 △114

 財務活動によるキャッシュ・フロー △120 △114

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8 282

現金及び現金同等物の期首残高 3,289 3,487

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 237

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,281 ※  4,008
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【注記事項】

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

項目
当第２四半期累計期間

(自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日)

　 税金費用の計算 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく

合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法に

よっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
 

 

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度（平成27年６月30日）及び

当第２四半期会計期間（平成27年12月31日）

記載すべき事項はありません。

 

(四半期損益計算書関係)

※　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
(自　平成26年７月１日
 至　平成26年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年７月１日
　至　平成27年12月31日)

従業員給与 2,213百万円 2,070百万円

役員賞与引当金繰入額 ―百万円 10百万円

退職給付費用 8百万円 6百万円

減価償却費 225百万円 222百万円

地代家賃 1,514百万円 1,259百万円
 

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

(自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年12月31日)

現金及び預金 3,281百万円  4,008 百万円

預入期間が３か月超の定期預金 ―　百万円 ― 百万円

現金及び現金同等物 3,281百万円 4,008 百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期累計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

　１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年９月25日
定時株主総会

普通株式 115 8 平成26年６月30日 平成26年９月26日 利益剰余金
 

　（注）平成26年１月１日付で普通株式１株を100株にする株式分割を実施しております。上記１株当たり配当額は、

　　　　当該株式分割考慮後の金額であります。

　２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計

　　期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年２月13日
取締役会

普通株式 115 8 平成26年12月31日 平成27年３月10日 利益剰余金
 

　

Ⅱ　当第２四半期累計期間(自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日)

　１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年９月25日
定時株主総会

普通株式 115 8 平成27年６月30日 平成27年９月28日 利益剰余金
 

　２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計

　　期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年２月12日
取締役会

普通株式 115 8 平成27年12月31日 平成28年３月８日 利益剰余金
 

　

（企業結合等関係）

　　　　当社は、平成27年10月８日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社三光ＦＣシステムズ　

　　　（以下「三光ＦＣシステムズ」という。）を合併により経営統合することを（以下、「本合併」という。）　

　　　を決議いたしました。

　　　　１． 取引の概要

　　　　（１） 結合企業の名称及びその事業の内容

　　　　　株式会社三光マーケティングフーズ：飲食業

　　　　　三光ＦＣシステムズ：飲食店のフランチャイズ加盟店の開拓及び管理

　　　　（２） 企業結合日

　　　　　平成27年12月25日

　　　　（３） 企業結合の法的形式

　　　　　株式会社三光マーケティングフーズを存続会社、三光ＦＣシステムズを消滅会社とする吸収合併

　　　　（４） 企業結合後の名称

　　　　　株式会社三光マーケティングフーズ

　　　　（５）その他取引の概要に関する事項

　　　　　当社の事業再編の一つとして、両社の事業を当社で一体運営することにより、当社グル―プの経営資源の

集　

　　　　中による経営の効率化及び機動性の向上などの成果をさらに今後の持続的成長に活かすべく、本合併を決定い

　　　　たしました。

　　　　　なお、吸収合併される三光ＦＣシステムズは当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行およ

　　　　び合併交付金の支払いはありません。

 

　　　　２． 実施した会計処理の概要

　　　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基
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づ　

　　　　き、共通支配下の取引として処理しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間（自　平成26年７月１日　至　平成26年12月31日）

　当社においては、飲食事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

　

当第２四半期累計期間（自　平成27年７月１日　至　平成27年12月31日）

　当社においては、飲食事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間

(自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

△19円91銭 10円41銭

 (算定上の基礎)   

 　 四半期純利益金額又は
　　四半期純損失金額(△)(百万円)

△286 149

   普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額又は
　　四半期純損失金額(△)(百万円)

△286 149

    普通株式の期中平均株式数(株) 14,387,000 14,387,000
 

(注)　１．前第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損

失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

平成28年２月12日開催の取締役会において、第40期(自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日)中間配当を行う

ことを決議いたしました。

①　配当金の総額  115百万円

②　１株当たりの配当金額  ８円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年３月８日
 

(注)　平成27年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対して支払を行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年２月12日

株式会社三光マーケティングフーズ

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　 新　　居　　伸　　浩　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　 桒　　野　　正　　成　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社三光

マーケティングフーズの平成27年７月１日から平成28年６月30日までの第40期事業年度の第２四半期会計期間(平成27年

10月１日から平成27年12月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成27年７月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三光マーケティングフーズの平成27年12月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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